
「令和８年度中央区一般廃棄物処理実施計画」の策定について

令和７年度第27回庁議（令和８年３月４日） ③／ 決定事案 【環境土木部】

１ 主な内容

☞ 「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第32条第１項の規定に基づき、区内の一般廃棄物の発生を抑制し、
再利用を促進するとともに、適正処理を確保するため、令和８年度の「一般廃棄物処理実施計画」を策定する。

ア ごみ 年間 89,902t
　＜内訳＞ （単位︓ｔ）

発生量及び処理量（日量）
令和８年度計画 令和７年度計画 （ｔ） （％）

燃 や す ご み 32,314 （104） 32,302 （104） 12 0.0
燃やさないごみ 1,503 （5） 1,307 （4） 196 15.0
粗  大  ご  み 2,118 （7） 1,855 （6） 263 14.2
持  込  ご  み 53,967 （174） 56,548 （182） △2,581 △4.6

合　　　計 89,902 （290） 92,012 （296） △2,110 △2.3

イ 資源 年間  9,355t （単位︓ｔ）
発生量及び処理量（日量）

令和８年度計画 令和７年度計画 （ｔ） （％）
資　　源 9,355 （30） 9,065 （29） 290 3.2

ウ し尿、浄化槽汚泥等　 年間  2,180t
　＜内訳＞ （単位︓ｔ）

発生量及び処理量（日量）
令和８年度計画 令和７年度計画 （ｔ） （％）

 し尿（事業系） 184 （1） 186 （1） △2 △1.1
浄化槽汚泥等 1,996 （6） 1,975 （6） 21 1.1

合　　計 2,180 （7） 2,161 （7） 19 0.9

前年度比

前年度比

（日量︓290t）

（日量︓ 30t）

（日量︓ 7t）

種　　別

種　　別

種　　別

前年度比

一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

１

１



【議会対応】【プレス発表】 なし

2 根拠法規

中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成11年11月中央区条例第26号）

（2）

（3）

一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
ア 環境に対する意識啓発の促進
イ ごみ減量の促進
ウ 環境に配慮した事業活動の促進
エ 分別の徹底とリサイクルの普及・啓発
オ 地域活動の活性化
カ 事業者の適正排出・自己処理責任の促進

3 策定年月日

令和８年４月１日

２

環境建設委員会報告（令和8年4月16日）
２

「令和８年度中央区一般廃棄物処理実施計画」の策定について

令和７年度第27回庁議（令和８年３月４日） ③／ 決定事案 【環境土木部】

エ 動物死体 年間 134頭 （単位︓頭）
発生量及び処理量（日量）

令和８年度計画 令和７年度計画 （頭） （％）
動物死体 134 （1） 143 （1） △9 △6.3

前年度比種　　別

（日量︓1頭）

※詳細は別紙「令和８年度中央区一般廃棄物処理実施計画（案）」のとおり
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